
5−はびきの　令和 8 年 （2026 年）4 月−

はびきの市民生活応援商品券を配付します
エネルギーや食料品価格など、物価高騰の影響を受けている市民の皆さまの生活を支援し、
市内における消費を喚起するため、全市民に対し商品券を配付します。

↓↓こちらの商品券冊子が届きます↓↓

↓↓冊子にはこちらのチケットが綴られています↓↓

※おつりは出ません。

＜対　　象＞ 基準日（令和 8 年 3 月1日）時点で羽曳野市の住民基本台帳に記録されている人

＜配付方法＞ 4 月下旬～ 6 月初旬までに順次、世帯ごとに郵送
　　　　　　 ● 到着時期は世帯により異なります。
　　　　　　 ● 郵便事情により多少前後する場合があります。

＜使用期間＞ 6 月1日㈪～ 10 月31日㈯
　　　　　　 ● 期間外は使用できません。

＜使用できる店舗＞ 市内の取扱登録店舗
　　　　　　　　    詳細は、市ウェブサイトか商品券同封資料をご確認ください。

＜問合せ＞経済労働課

▼市ウェブサイト

冊子表紙（5,000 円分）【対象】64 歳以下冊子表紙（8,000 円分）【対象】65 歳以上

チケット本券（表面） チケット本券（裏面）

配　付　額
65 歳以上※ 1 人あたり8,000 円
64 歳以下※ 1 人あたり5,000 円

※基準日（令和 8 年 3 月1日）時点の満年齢
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